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芝浦港南地区総合支所管理課

議案第１０１号 指定管理者の指定について（港区立伝統文化交流館） 

１ 施設名称等 

施 設 名 称 所 在 地

港区立伝統文化交流館 東京都港区芝浦一丁目 11 番 15 号

２ 事業者選定の経過 

  港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会を設置し、優良な候補者を

選考しました。応募事業者は３事業者です。

（１）港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会委員

 氏 名 役 職 等 

委員長 上杉 幸雄 元・国立演芸場支配人

副委員長 星川 邦昭
港区芝浦港南地区総合支所長

港区産業・地域振興支援部長兼務

委  員 坂倉 杏介 東京都市大学都市生活学部准教授

委  員 若林 朋子
立教大学大学院２１世紀社会デザイン研究科

特任准教授

委  員 大久保 明子
港区産業・地域振興支援部

国際化・文化芸術担当課長

 （２）選考委員会の開催状況

回 数 開 催 年 月 日 審 議 内 容

第１回 平成 31 年３月 11 日（月）
公募要項について

第一次及び第二次審査基準について

第２回 令和元年６月 14 日（金）

応募事業者の財務状況分析及び資金

計画分析について

第一次審査（書類審査）について

第二次審査の方法について

第３回 令和元年７月２日（火）

第二次審査（プレゼンテーション及び

ヒアリング）について

指定管理者候補者の決定について

令和元年９月１８日 資料№８ 

区 民 文 教 常 任 委 員 会 
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（３）港区指定管理者選定委員会

令和元年７月 22 日（月）に開催された令和元年度第１回港区指定管理者

選定委員会において、港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会

で選考された事業者が指定管理者候補者として選定されました。

３ 選定された事業者 

名 称 伝統文化交流館運営共同事業体

所在地 東京都港区赤坂四丁目 18 番 13 号

公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団内

代表団体 名 称：公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団

代表者：理事長 野村 茂

所在地：東京都港区赤坂四丁目 18 番 13 号

構成団体 名 称：株式会社小学館集英社プロダクション

代表者：代表取締役社長 都築 伸一郎

所在地：東京都千代田区神田神保町二丁目 30 番 昭和ビル

構成団体 名 称：大星ビル管理株式会社

代表者：代表取締役社長 寺島 剛紀

所在地：東京都文京区小石川四丁目 22 番２号

４ 指定期間 

  令和２年４月１日から令和７年３月 31 日まで（5 年）

５ 選定の理由 

（１）区内で活動する伝統文化活動団体との連携など、具体的で実現性の高い提

案となっており、堅実に運営を行っていくことができるものと判断できます。

（２）地域住民との協働をはじめ、地域に入り込んで運営をするという意欲が感

じられ、事業者の持つネットワークを生かしながら、地域に根ざした活動が

できることが期待されます。

（３）歴史的木造建築物であることに配慮した安全対策や建物の維持管理が考え

られており、地域のコミュニティ振興のための施設や文化財施設の管理運営

実績があること、財務規模、安全性等の財務状況分析結果からも、指定期間

中、安定して管理運営を行う事業者であるものと認められます。

（４）施設長候補者の様子から誠実さが感じられ、施設長としての安心感がある

とともに、全体を通して非常に高い意欲が感じられました。

６ 今後の予定 

令和２年４月  指定管理者による管理運営の開始
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はじめに  

 本報告書は、港区立伝統文化交流館の指定管理者候補者を選考するにあたり、「港区立伝

統文化交流館指定管理者候補者選考委員会」における審査の経過並びに結果について報告す

るものです。 

 港区が定めた「港区指定管理者制度運用指針」では、民間事業者等が持つノウハウやアイ

ディア、専門性などを活用することにより、多様化する区民ニーズへの柔軟かつ迅速な対応

や効率的で効果的な区民サービスの提供が可能となる施設については、積極的に指定管理者

制度の導入を進めるとしています。 

「港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会」は、このような視点を踏まえた上

で、伝統文化交流館の設置目的を最大限に活かし、効率的・効果的に区民サービスを提供す

ることができる候補者の選考を行いました。 

審査にあたっては、常に厳正さと公正さを確保するとともに、委員会として委員の総意の

下に結論を導き出すよう努めました。 

港区立伝統文化交流館指定管理者候補者には、３事業者から応募があり、様々な提案を受

けることができました。いずれの提案も、「旧協働会館」を保存・利活用して新規開設にす

るに至った伝統文化交流館のこれまでの経緯やその歴史的価値を的確に捉え、かつ、将来を

見据えた大変優れた提案であったため、選考作業は困難を極めましたが、指定管理者を公募

した目的が十分達成されたものと大変喜ばしく感じています。 

応募いただいた事業者の皆様には深く感謝するとともに、選ばれた事業者には、港区立伝

統文化交流館条例に定める目的の達成に向け、指定管理者として十二分に力を発揮されるこ

とを強く期待いたします。 

令和元年７月８日 

港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会   

委員長 上杉 幸雄  
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Ⅰ 選考した指定管理者候補者について 

１ 指定管理者候補者 

名 称 伝統文化交流館運営共同事業体 

代表者 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 

理事長 野村 茂 

所在地 東京都港区赤坂四丁目１８番１３号  

公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団内 

代表団体 

名 称：公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 

代表者：理事長 野村 茂 

所在地：東京都港区赤坂四丁目１８番１３号 

構成団体 

名 称：株式会社小学館集英社プロダクション 

代表者：代表取締役社長 都築 伸一郎  

所在地：東京都千代田区神田神保町二丁目３０番 昭和ビル 

構成団体 

名 称：大星ビル管理株式会社 

代表者：代表取締役社長 寺島 剛紀 

所在地：東京都文京区小石川四丁目２２番２号 

２ 対象施設 

施設の名称 所在地 

港区立伝統文化交流館 東京都港区芝浦一丁目１１番１５号 

３ 指定期間 令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで（５年）

４ 選考の理由  

（１）区内で活動する伝統文化活動団体との連携など、具体的で実現性の高い提案となっ

ており、堅実に運営を行っていくことができるものと判断できます。 

（２）地域住民との協働をはじめ、地域に入り込んで運営をするという意欲が感じられ、

事業者の持つネットワークを生かしながら、地域に根ざした活動ができることが期待

されます。 

（３）歴史的木造建築物であることに配慮した安全対策や建物の維持管理が考えられてお

り、地域のコミュニティ振興のための施設や文化財施設の管理運営実績があること、

財務規模、安全性等の財務状況分析結果からも、指定期間中、安定して管理運営を行

う事業者であるものと認められます。 
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（４）施設長候補者の様子から誠実さが感じられ、施設長としての安心感があるとともに、

全体を通して非常に高い意欲が感じられました。 

Ⅱ 選考経過について 

１ 選考の方法  

(１) 第一次審査 

応募法人から提出された申請書類及び計画書類について、財務関係書類、基本的事

項の適格審査、計画書類に対する評価をもとに総合的な審査を行い、第一次審査通過

者として２事業者を選考しました。 

(２) 第二次審査 

第一次審査通過者に対して、プレゼンテーション及びヒアリングを行い、（第一次審

査と第二次審査とを併せた）総合評価により指定管理者候補者を選考しました。 

２ 選考委員会の構成 

委 員 長 上杉 幸雄 元・国立演芸場支配人 

副委員長 星川 邦昭 
港区芝浦港南地区総合支所長 

港区産業・地域振興支援部長兼務 

委  員 坂倉 杏介 東京都市大学都市生活学部准教授 

〃 若林 朋子 
立教大学大学院２１世紀社会デザイン研究科

特任准教授 

〃 大久保 明子 
港区産業・地域振興支援部 

国際化・文化芸術担当課長 

３ 公認会計士  

坂本 亮 Cenxus Consulting 株式会社 
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４ 選考の進め方 

応募書類提出（申請書・財務諸表・管理運営計画書等） 

＜第一次審査＞ 

１ 全事業者の財務状況の調査・分析を行い、可（安定的に経営基盤を有している）若

しくは不可（安定的に経営基盤を有していない）で評価します。 

２ 全事業者の資金計画の調査・分析を行い、Ａ（特に優れている）～Ｅ（特に劣って

いる）までの５段階に評価します。 

３ 事業者ごとに、選考基準の各項目に対応した配点に基づき、各選考委員が書類審査

を行い、採点します。 

４ 公認会計士等による財務状況分析に基づく評価と、各選考委員による書類審査の合

計得点により総合的な審査を行い、上位者２～３者程度を第一次審査通過者としま

す。 

＜第二次審査＞ 

１ 第一次審査通過者に対して、プレゼンテーション（各事業者１０分）及びヒアリン

グ（各事業者２０分程度）を行います。 

２ 全てのプレゼンテーションとヒアリングが終了した後、各選考委員による審査項目

を中心とした評価を行い、採点します。 

３ 第一次審査と第二次審査の点数を合計し、指定管理者候補者を選考します。 

公認会計士による財務状況等の調査・分析を行い、財務状

況評価は可若しくは不可、資金計画評価はＡ～Ｅの５段階

で評価します。 

選考委員による書類審査 

プレゼンテーション及びヒアリング、計画書等の総合評価 
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５ 選考委員会等の開催状況及び経過 

(１) 第１回選考委員会 

日 時  平成３１年３月１１日（月曜日） 午前９時～午前１０時３０分 

場 所  港区役所 ９１５会議室 

議 題  委員の委嘱について 

          公募要項について 

          選考基準について 

(２) 公募手続き 

ア 公募要項説明会及び現地見学会 平成３１年４月９日（火曜日） 

イ 質問書受付             ４月９日（火曜日）～４月１９日（金曜日） 

ウ 質問への回答        令和元年５月８日（水曜日） 

エ 申請受付（第一次提出）       ５月９日（木曜日）～５月１７日（金曜日） 

オ 計画書類等受付（第二次提出)     ５月９日（木曜日）～５月３１日（金曜日） 

 (３) 第２回選考委員会(第一次審査) 

日 時  令和元年６月１４日（金曜日） 午前９時３０分～午前１１時 

場 所  港区役所 ５１１会議室 

議 題  応募事業者の財務状況等について 

         第一次審査（書類審査） 

          第二次審査の方法について 

 (４) 第３回選考委員会（第二次審査） 

日 時  令和元年７月２日（火曜日） 午前９時３０分～午前１１時３０分 

場 所  芝浦区民協働スペース 多目的室３ 

議 題  第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

         候補者の決定について 

Ⅲ 選考対象者について 

No 事業者の名称 所在地 

１ 
伝統文化交流館運営共同

事業体 

東京都港区赤坂四丁目１８番１３号  

公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団内 

２ 事業者Ｂ  

３ 事業者Ｃ  
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Ⅳ 選考結果について 

１ 第一次審査 

(１) 財務状況分析等について  

    公認会計士による財務状況調査分析等報告書に基づき説明がありました。 

ア 財務状況評価 

各法人より提出された財務諸表（決算報告）を基に、財務規模、収益性、安全性に

ついて、数値及び比率分析等により、安定的に継続して指定管理業務を行うことがで

きるか否かを、可若しくは不可の絶対評価を行いました。 

   イ 資金計画評価 

各法人より提出された資金計画書を基に、資金・収支計画の正確性、安全性、収支

見込の妥当性、運転資金調達の確実性、事業計画との整合性、経費見積もりの妥当性

などについて数値及び比率分析により、Ａ～Ｅの５段階総合評価を行いました。 

(２) 選考基準表に基づく採点  

選考委員ごとの評価した点数を合計し、全委員の採点した点数の合計による選考を実施

しました。 

順

位 
事業者の名称 

財務状況 

評価 

資金計画 

評価 

合計点数 

（1,000 点満点） 

１ 事業者Ｂ 可 Ａ ７９３点 

２ 
伝統文化交流館

運営共同事業体 

公益財団法人港区スポーツ

ふれあい文化健康財団 
可 

Ａ ７６５点 株式会社小学館集英社 

プロダクション 
可 

大星ビル管理株式会社 可 

３ 事業者Ｃ 可 Ａ ６５７点 

※ 財務状況評価基準  

可（安定的に経営基盤を有している）、不可（安定的に経営基盤を有していない） 

※ 資金計画評価基準 

Ａ：特に優れている、Ｂ：優れている、Ｃ：普通、Ｄ：劣っている、Ｅ：特に劣っている

(３) 選考経過 

各委員が各候補者の提案内容の評価について意見交換を行いました。 
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事業者の名称 委員の意見 

伝統文化交流館

運営共同事業体 

・伝統文化活動団体との連携など、全体的に具体的で実現性の高

い提案となっている。 

・事業者のネットワークを生かしながら地域に根ざした活動がで

きることが期待され、安心感がある。 

・安全対策や維持管理について、文化財であることに配慮した内

容となっている。 

事業者Ｂ 

・文化財施設や大規模施設の運営実績が多数あり、信頼性がある。

・提案が全体的に優れた内容で、事業の計画や安全対策なども細

かいことまでよく考えられている。 

・交流の間にて展開する事業が充実しており、地域全体の伝統文

化活動の発展が期待できる。 

事業者Ｃ 

・施設の維持管理を主とする管理運営提案であった。 

・提案内容に独自性が見られず、地域に対する配慮があまり感じ

られなかった。 

・積極的な事業展開が期待できないように感じた。 

   以上の点を総合的に勘案して、採点集計表の順位のとおり上位２事業者を第一次審査

通過者としました。 

２ 第二次審査 

(１) プレゼンテーション及びヒアリング 

第一次審査通過２事業者がそれぞれ１０分のプレゼンテーションを行った後、管理

運営計画書及びプレゼンテーションの内容に基づき２０分のヒアリングを行い、選考基

準により審査しました。 

(２)採点結果 

選考委員ごとの評価した点数を合計し、全委員の採点した点数の合計と第一次審査の

合計点を合算した総合点数をもとに順位付けしました。 

順位 事業者の名称 
総合点数 

（1,500 点満点）

第一次審査点数 

（1,000 点満点） 

第二次審査点数 

（500 点満点） 

１ 
伝統文化交流館 

運営共同事業体 
１，１５５点 ７６５点 ３９０点 

２ 事業者Ｂ １，１４５点 ７９３点 ３５２点 
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(３) 選考経過 

各委員が第一次審査通過２事業者の管理運営計画書及びプレゼンテーションの内容

の評価について意見交換を行いました。 

事業者の名称 委員の意見 

伝統文化交流館

運営共同事業体 

・全体的に非常に意欲が感じられた。 

・地域住民との協働や、区内で活動する伝統文化活動団体や各施

設との連携に対して、具体的な提案がされており、実現性が高い

と思われる。 

・地域に根ざした運営を行うことができ、地域にとっても親しみ

やすさや温かみが感じられると思う。 

・施設長候補者は質疑への応答に誠実さが感じられ、施設長とし

ての安心感があった。 

事業者Ｂ 

・事業内容について将来性が感じられる。 

・施設管理も事業運営もうまくできるように思うが、施設長候補

者の意欲があまり感じられなかった。 

・地域との連携に対して、提案が充実しているとは言いにくい。

Ⅴ 最終選考結果について 

 最終選考結果 

  選考基準に基づき最も高い総合評価を与えられるのは、「伝統文化交流館運営共同事業

体」です。選考委員会の総意として、「伝統文化交流館運営共同事業体」を港区立伝統文

化交流館指定管理者候補者として選考します。 
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会 議 名 第１回港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会 

 開催日時      平成３１年３月１１日（月曜日）午前９時から１０時３０分まで 

 開催場所      港区役所 ９階９１５会議室 

 委   員      （出席者）上杉委員長、坂倉委員、若林委員、星川委員、大久保委員 

 事 務 局      芝浦港南地区総合支所管理課管理係 靏田、高野 

 傍 聴 者      なし 

 会議次第

１ 開会 

２ 委員委嘱 

３ 委員の紹介 

４ 委員長、副委員長の選出 

５ 議題審議 

議題１ 公募要項について 

議題２ 第１次及び第２次審査基準について 

６ 今後のスケジュールについて 

７ 閉会 

 配付資料

［席上配付］ 

資料１  港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会設置要綱 

資料２  委員名簿 

資料３  公募要項（案） 

資料４  選考の進め方（審査フロー図） 

資料５  第一次審査表（案） 

資料６  第二次審査表（案） 

資料７  今後のスケジュール 

参考資料１ 港区立伝統文化交流館条例 

参考資料２ 公募要項様式集 

参考資料３ 伝統文化交流館管理運営について 

参考資料４ 港区立伝統文化交流館（港区指定有形文化財旧協働会館） 管理運営計

画（案） 

   会議の結果及び主要な発言 

１ 開 会 

（芝浦港南地区総合支所長 挨拶） 

２ 委員委嘱 

（委嘱状の交付） 
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委員長 

委員１ 

事務局 

委員２ 

委員長 

委員３ 

委員長 

委員長 

委員２ 

３ 委員の紹介 

（全委員自己紹介）

４ 委員長、副委員長の選出 

互選により上杉委員を委員長に選任。 

「港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会設置要綱」に基づき、芝浦港

南地区総合支所長を副委員長に選任。 

５ 議題審議 

議題１ 公募要項について 

・事務局から公募要項（案）について説明 

港区立伝統文化交流館指定管理者公募要項（案）に関して、審議します。 

公募要項５ページに、「障害者が作業を行うこととします。」とありますが、福祉作業所で

の作業と、今回の憩いの間での事業の位置づけは異なると思いますので、違う文言を使

用した方がわかりやすいと思います。あと、6 ページ「（２）安全・安心に関する業務」の

「エ」で、「震災及び新型インフルエンザが発生した場合を想定し、」とあります。震災と新

型インフルエンザに限定されてしまうようにも捉えられるので、他の事態についても想定で

きるような記載になるとより良いと思います。 

５ページは、「作業」を「業務」に修正します。６ページは、「港区業務継続計画」につい

て、震災編と新型インフルエンザ編を策定しているため、このような記載にしていました

が、「震災等が発生した場合を想定し、」と修正した上で、震災編と新型インフルエンザ編

を示すようにします。 

計画書類の様式についてですが、新しい提案をどんどん取り入れたいということであれ

ば、自由な発想を促すような様式にするとか、細かい項目を合体して、より重要な部分に

ついての提案を求める様式にするなど、議論があった方が良いと思います。 

１様式１審査項目となっていますので、様式の内容については、このあとの「議題２」の

第１次審査の基準に関わることになります。公募要項は一部修正した上で、決定し、様式

については、審査基準の項目を議論する中で修正が必要な部分があれば対応していく、

ということでいかがでしょうか。 

様式と審査項目はリンクしてくるので、そのようにするのが良いと思います。 

それでは、公募要項を一部修正の上、決定します。 

議題２ 第１次及び第２次審査基準について 

・事務局より審査方法、選考基準等について説明  

それでは、第１次及び第２次審査基準について審議いたします。 

様式１２で施設の設置目的に沿った施設運営の基本方針、様式１３で地域及び施設の

特性を生かした事業提供の考え方を書いていただくかたちになっていますが、書き分け

方が難しいように思います。例えば、設置目的を捉えた上で、伝統文化交流館自体が地
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委員３ 

委員１ 

委員２ 

委員１ 

事務局 

委員２ 

委員１ 

事務局 

委員１ 

委員４ 

域及び社会の中で何を期待されているのか、こんな社会を実現するためにこういう役割を

果たしていく、といった施設の使命や目指す姿を、事業者自身の言葉で明確に書いてい

ただいた方が運営を任せられる事業者なのかがよく分かると思います。様式をまとめたり、

分けたりということですが、「事業運営計画に関する書類」と「管理運営計画に関する書

類」について、配点バランスを大事にして組み立てた方がいいと思います。 

内容が重複する可能性がある部分はまとめた方が良いかと思います。 

様式は合体するけれども、採点項目はそのままにしておくということもできますよね。書

く方の負担は減る、かつ審査したい項目はそのまま残すことができるかと。 

「交流の間」と、「憩いの間」などの他の部屋の配点が同じで良いのでしょうか。「交流の

間」をどのように生かして運営するかというのは提案のポイントだと思います。「交流の間」

に関する配点は高めにするとともに、「交流の間」を核とした施設の全体事業計画を提案

してください、みたいな項目もあっていいんじゃないかなと思いました。これは基本理念の

部分が前提になってくると思うので、様式１３に盛り込むかたちにしてはどうでしょうか。「交

流の間」をしっかりと提案してほしいなと思います。 

各部屋の事業提案について、何を実施するかだけでなく、それによってどれだけ集客

を見込める、など効果の部分も併せて示していただけるようにしたいですね。 

各部屋の事業運営計画について、一律に２倍の配点にしていましたが、「交流の間」が

本施設の主となる場所ですので、ここを中心にした事業運営を示していただけるよう、基

本方針等に盛り込んで、様式１３で交流の間を中心にした施設運営を行うための方策を

記載していただけるよう文言を修正し、審査基準に反映させます。また、各部屋の事業計

画にはその効果も記載するよう追記します。 

「憩いの間」を障害者の働く場にということですが、他の活動についての提案は求めな

いのでしょうか。例えば、障害を持っている人の芸術的パフォーマンスを生かしてこういっ

た事業を行う、などより積極的な提案も可能だと思います。働く場でもあり、活動する場で

もあり、気軽に立ち寄れる場でもある、という視点で、提案を促せるようなものがあってもい

いのかなと思いました。 

様式１２に施設の使命や目指す姿を書いていただいた上で、様式１３で施設の特性で

ある、交流の間を中心にした全体的な方針や、多様な人の特性をどのように考え、活かし

ながら運営していくのかを記載できるようにするというのはいかがでしょうか。区民の交流

促進を目指す施設において、共生社会、といった言葉が入っているだけでも事業者の提

案がより積極的な内容に変わってくるのではと思います。 

施設が果たすべき使命や目指す姿、それを達成するための基本方針について事業者

が設置目的をどのように捉えて提案するのか、を様式１２で記載していただけるよう文言を

修正します。また、様式１３には文化財である施設の成り立ちや地域における重要性を理

解した上で、交流の間を中心にどのように運営していくか、誰もが集え、交流できる施設

にするためにどのようなことをしていくのかを記載いただける様式に修正します。 

様式１７は地域団体との連携、様式１８は区内施設との連携について書いていただくこ

とになりますが、この２つもなかなか分けて書くのは難しいかなという印象です。 

地域団体との連携と、区内施設の連携については、それぞれ施設全体での話なのか、

それとも交流の間の活動に限定したことなのでしょうか。交流の間に限定したことなのであ
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事務局 

委員１ 

事務局 

委員４ 

事務局 

委員長 

全委員 

委員長 

委員４ 

事務局 

委員２ 

委員長 

全委員 

れば、交流の間の事業計画の様式に記載した方がわかりやすくなると思います。 

町会等の地域団体や区内施設との連携は施設全体でのことです。伝統文化団体との

連携は交流の間での活動が主となります。施設全体での連携や協働を記載する様式と

し、交流の間限定のことについては、様式１４の交流の間の事業計画の中に盛り込んで

記載できるよう追加します。 

施設長予定者については、計画書類の様式で「施設長予定者の勤務した実績を記載

した書類」がありますが、勤務した施設や役職だけ書かれてもわかりにくい。どんな業務に

関わったか、そこでの主な実績等を書いていただけるようにした方が、より評価しやすくな

ると思います。 

主な実績や経歴を書いていただけるよう記載欄を追加します。 

施設長予定者の役割と、その他の職員の役割分担は関連性を持って評価することに

なると思います。企画系、管理系など、バランスが取れてないといけない。職員体制の様

式には、職員配置と役割分担のようなことを記載していただけると良いと思います。 

職員体制の様式に、配置する職員の役割分担を記載いただけるよう文言を追記しま

す。 

それでは、いただいた意見を踏まえて、配点のバランスを見ながら審査表に反映させ、

修正するということでよろしいでしょうか。 

（了承） 

次に第２次審査表の審査基準についてです。 

④で意欲や積極性を評価することになりますが、これは施設長予定者だけによるもの

か、事業者全体になるのでしょうか。 

プレゼンテーションやヒアリングの中で、両方を審査していただくことを想定していま

す。 

本部の支援体制は必要ですが、大規模施設でもなく、また新たに開設する施設なの

で、運営においては施設長がより重要になってくると思います。 

他にご意見がなければ、第２次審査表は決定ということでよろしいでしょうか。 

（了承） 

６ 今後のスケジュールについて 

・事務局より今後のスケジュールについての説明 

７ 閉会 
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会 議 名 第２回港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会 

 開催日時      令和元年６月１４日（金曜日）午前９時３０分から１１時００分まで 

 開催場所      港区役所 ５階５１１会議室 

 委   員      （出席者）上杉委員長、坂倉委員、若林委員、星川委員、大久保委員 

 事 務 局      芝浦港南地区総合支所管理課 遠井、靏田、高野 

 傍 聴 者      なし 

 会議次第

１ 開会  

２ 公認会計士からの財務状況等分析結果の報告 

３ 議題審議 

議題１ 第一次審査通過事業者の決定について 

議題２ 第二次審査について 

①プレゼンテーションについて 

②追加要望資料の有無について 

４ 今後のスケジュール等について 

５ 閉会 

 配付資料

［席上配付］ 

資料１ 財務状況等分析報告書 

資料２ 資金計画分析報告書 

資料３ 第一次審査集計表 

資料４ 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）審査表 

資料５ 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）の方法について 

資料６ 第１回港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会会議録 

   会議の結果及び主要な発言 

１ 開 会 

２ 公認会計士からの財務状況等分析結果の報告 

【財務状況分析（可・不可評価） 】 事業者Ａ ： 代表団体・構成団体とも可 

事業者Ｂ  ： 代表団体・構成団体とも可 

事業者Ｃ ： 可 

【資金計画分析（Ａ～Ｅ評価） 】 事業者Ａ ： Ａ 

事業者Ｂ  ： Ａ 

事業者Ｃ ： Ａ 

 以上を報告 
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委員１ 

公認会計士

委員長 

委員長 

委員２ 

委員１ 

委員４ 

委員３ 

委員５ 

公益財団法人の場合、株式会社とは会計基準が異なると思いますが、各項目を読み

替えて報告書に記載されていると考えて良いですか。 

そうです。売り上げや資産等、該当する項目に読み替えて記載しています。 

他になければ、財務状況等分析結果の報告はこれで終了します。 

（公認会計士退席） 

３ 議題審議 

議題１ 第一次審査通過事業者の決定について 

・事務局から第一次審査集計結果について説明 

（ 事業者Ａ ７６５点  、 事業者Ｂ ７９３点 、 事業者Ｃ ６５７点 ） 

それでは、第一次審査について審議します。各委員から講評をお願いします。 

事業者Ａは、港区の地域特性を把握しており、伝統文化活動団体との連携などの提案

も具体的で、全体的に地域に即した実現性の高い提案であると思います。事業者の運営

実績やノウハウを生かした内容となっていました。事業者Ｂについては、大規模な施設の

運営実績が十分で信頼性はありますが、今回の施設に特化した提案には感じられません

でした。事業者Ｃは伝統文化交流館に特化した提案ではなく、地域性に対する配慮があ

まり感じられませんでした。 

事業者Ｃは、提案内容に独自性が見られず、期待に沿った内容ではないように思いま

した。安全対策で、事業者Ｃのみ防火対策について言及していないなど、気になりまし

た。木造の文化財ですので。事業者Ａ・Ｂは安全対策や維持管理の面でも配慮された内

容であったと思います。また、事業者Ａ・Ｂはどちらも独自性がありました。事業者Ａは各

団体との連携がきちんと示されているなど、事業者のネットワークを生かしながら地域に根

ざした活動ができる提案となっており、安心感があります。事業者Ｂは、自社での伝統文

化への知見という点において、実績不足に感じましたが、伝統文化の各協会と連携する

など、業界の知見を入れることで実現しようとする思いは読み取れました。 

事業者Ｂを一番高く評価し、事業者Ｃを一番低く評価しています。事業者Ａに関して

は、全般的によく練られていますし、地域性も取り入れられていて良かったと思います。事

業者Ｂは全体的に優れた内容で、事業計画についても、安全対策についても細かいとこ

ろまでよく考えられていました。事業者Ｃは、職員体制で、館長を含めて、常勤職員の全

員が非正規であり、責任ある体制がとれるのか気になりました。 

事業者Ａ、事業者Ｂは、共に魅力的でした。事業者Ａは、地域性を加味しており、地域

にも入り込んで運営をすることができるという強みを感じました。事業者Ｂは、それに加え

て、新しいものを創造しようとする勢いが感じられたため、より評価が高くなりました。事業

者Ｃについては、施設の維持管理に重きが置かれ、展開する事業については少し魅力

が乏しいと感じられました。その分、指定管理料は一番低くなっていますが、新たな賑わ

いを生み出すといった発展性はあまり感じられませんでした。 

事業内容が具体的で、かつ実現性が高いかという観点で評価し、事業者Ａと事業者Ｂ

の評価が高くなりました。交流の間を活用した提案をみると、事業者Ｂの方がより充実した

事業を展開でき、地域全体の伝統文化活動の発展を期待できました。 
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委員長 

委員１ 

委員４ 

委員１ 

委員３ 

委員１ 

委員長 

委員長 

委員２ 

委員４ 

全委員 

委員長 

委員長 

委員１ 

委員２ 

委員３ 

委員１ 

委員長 

委員の評価に差がある項目が複数ありますが、それぞれどのような観点から点数を付

けたのか、説明をお願いします。 

事業者Ｃについては、障害者団体への委託料が安すぎるように感じたためと、職員全

員が非正規雇用であるため、低い点数とした項目があります。 

職員配置の部分は私も同様に低評価としました。 

事業者Ａは、高齢者雇用促進について経費面でのメリットが主であるという姿勢に感じ

られたため低評価になりました。 

障がい者や高齢者、区民や区内事業者を積極的に活用するという点においては、積

極性が感じられ、評価できるとは思います。 

労働環境に対する事業者の姿勢が知りたいので、ヒアリング時に確認します。 

これらの講評を受けて、点数を変更したい委員の方はお知らせください。 

（変更なし） 

第一次審査を通過させる事業者を決定したいと思います。ご意見をお願いします。 

事業者Ｃについては、事業者Ａ、事業者Ｂと大きく差がありますから、書類審査で不通

過ということでもいいと思います。 

提案書類の内容を基にプレゼンテーションを行うということを考慮した場合、事業者Ｃ

が勝る可能性は極めて低いと思いますので、同意見です。 

 （異議なし） 

それでは、委員の総意として、第一次審査通過者は事業者Ａ、事業者Ｂとします。 

議題２ 第二次審査について 

  ・事務局から第二次審査の方法について説明 

それでは、第二次審査について審議します。プレゼンテーションの方法、プレゼンテー

ション時の条件、追加要望資料の有無について、ご意見をお願いします。 

出席人数は事業者の自由で、プレゼンテーションは施設長候補者が行い、詳細な内

容について訊きたいときに、各事業担当者にお答えいただく、ということもできればと思い

ます。あと、初年度から全ての事業を行うのか、５年かけて実行していくのか、など提案書

類だけでは見えてこないので、実現性などを評価できるよう、両者に伺いたいです。 

交流の間を起点にして憩いの間や展示室など他の空間をどのように有機的につなげ

ていくのか。地域交流、伝統文化の振興、観光振興をどのようにつなげていくのか、が事

業展開の重要なポイントだと思います。これらについてどう考え、どのように実行していく

のか、について訊きたい旨をあらかじめ事業者に伝えても良いと思います。 

 方法はプロジェクターを用いてプレゼンテーションしていただくのが良いと思います。 

 ヒアリングは時間がかかると思いますので、２０分はあった方が良いです。 

・プレゼンテーション方法については、プロジェクター・スクリーンを用いる。 

・プレゼンテーションは施設長予定者が行い、その他参加者は事業者の自由とする。 

・各居室の有機的連携、地域振興・文化振興・観光振興の実現、審査項目でもある各

種団体との連携、危機管理対策について、具体的な実行計画をプレゼンテーション

するよう事業者へ事前通告する。 
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全委員 

ということで決定しますが、よろしいでしょうか。 

（了承） 

４ 今後のスケジュール等について 

 ・事務局から今後のスケジュールについて説明 

５ 閉会 



9 

会 議 名 第３回港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会 

 開催日時      令和元年７月２日（火曜日）午前９時３０分から１１時３０分まで 

 開催場所      芝浦区民協働スペース 多目的室３ 

 委   員      （出席者）上杉委員長、坂倉委員、若林委員、星川委員、大久保委員 

 事 務 局      芝浦港南地区総合支所管理課 遠井、靏田、高野 

 傍 聴 者      なし 

 会議次第

１ 開会  

２ 議題審議 

議題１ 第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）について 

議題２ 指定管理者候補者の決定について 

３ 閉会 

 配付資料

［席上配付］ 

資料１ 第３回港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会タイムスケジュール

資料２ 第二次審査表 

資料３ 第一次審査評価用メモ 

資料４ 第一次審査集計表 

資料５ 第２回港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会会議録 

   会議の結果及び主要な発言 

委員１ 

事業者Ａ 

委員１ 

１ 開 会 

２ 議題審議 

議題１ 第二次審査 

・事業者Ａによるプレゼンテーション 

・ヒアリング

交流の間で実施する事業について、特徴的なこと、自分たちがやるからこそできるとい

うことがあれば教えてください。 

私たちは既に区内の様々な団体と共に活動してきている実績があることから、それを活

かして、毎月１回以上、区内事業者や区内活動を活用した伝統文化に関する事業を行い

ます。また、構成団体は、子ども分野を得意としています。伝統文化を次世代までつない

でいけるよう、親子向けの事業や、世代間など様々な交流を促進する事業を展開してい

きたいと考えています。 

喫茶事業の人件費の積算方法についてと、高齢者雇用を「効率的」という文言で表現

していますが、どういった意味なのかを教えてください。 
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事業者Ａ 

委員２ 

事業者Ａ 

委員２ 

事業者Ａ 

委員４ 

事業者Ａ 

委員４ 

事業者Ａ 

委員３ 

事業者Ａ 

委員長 

喫茶事業の人件費については、関心表明をいただいた福祉法人から見積書をいただ

いており、その額を記載しています。高齢者雇用については、シルバー人材センターを

活用することを考えていまして、効率的というのは、人員体制・配置の面でを意味していま

す。開館時間が長いので、高齢者やシルバー人材センターからの人材も含めてうまくロ

ーテーションを組んで、無駄のない、無理のない運営を行っていきます。 

この施設は、国内で唯一の非常にユニークな館として新たな人たちに利用を広げ、ま

た、これまでにないコミュニティの拠点となることもできると思いますが、この施設が地域に

どういうものを提供していくと良いと考えますか。 

これから100年後、200年後もこの施設が、区民にとって非常に貴重なものであると受け

継がれていくようにすることが大事だと考えています。まずは区の文化財である伝統文化

交流館を区民に知ってもらい、地域に根ざした施設とし、そこからまた新たな発展を目指

していき、より親しまれる施設になればと思います。地域の方や団体と一緒に芝浦港南地

域を盛り上げ、それを港区全体に広げていく。伝統文化を港区全体に広げる拠点施設に

なると思っています。 

広報について具体的な計画があれば教えてください。 

専用ホームページの立ち上げとともに、町会や区内施設を通して、区民にPRしていき

ます。また、SNSを広く活用することも考えています。SNSの有料広告の使用も検討してい

て、例えば、歴史に関心がある方、小学生のお子さんがいる方といったようにターゲットを

絞り込むことができるので、そこにダイレクトに情報をお届けしたいと考えています。 

区内在住の外国人に対して、どのようにアプローチしていくか、その考え方を教えてく

ださい。 

私たちの団体では、既に在住の外国人の方といくつもの事業やイベントを実施したり、

また参加していただいたりしています。先日も大使館と連携して事業を実施しました。この

ような繋がりを活かして、この施設でも連携事業を行ったり、立ち寄っていただくようにした

りということができると考えています。 

区民に何度も利用していただけるような工夫をお考えであればお聞かせください。 

伝統文化に興味を持った方に、まずは事業に参加していただけるようにし、そこで集ま

った人たちがゆくゆくはサークルや団体を組み、その活動の場として伝統文化交流館を

利用していただくという流れが作れるよう支援をしていきたいと考えています。また、ボラン

ティアの育成も考えていまして、練習やイベントに参加した地域の方が、今度は教える側

となり、またこの施設で活動していくといったことも考えています。 

地域の方にはどのように運営に関わってもらうことを想定していますか。 

地域懇談会を年１回は必ず行います。施設の登録団体による意見交換だけでなく、地

元町会や近隣住民の様々な世代の方にもご参加いただいて、施設をどのようにしていき

たいかを伺い、共に取り組んでいきたいと考えています。また、町会のまつりやイベント等

にこの施設を利用していただいたり、協働してイベントを行ったり、ということもしていきた

いです。 

 時間になりましたので、質疑を終了します。事業者の皆さま、ありがとうございました。 

（事業者 A退出・採点） 
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委員３ 

事業者Ｂ 

委員４ 

事業者Ｂ 

委員４ 

事業者Ｂ 

委員２ 

事業者Ｂ 

委員２ 

事業者Ｂ 

委員２ 

事業者Ｂ 

委員１ 

（事業者B入室） 

・事業者 Bによるプレゼンテーション 

・ヒアリング

地域の方にはどのように運営に関わってもらうことを想定していますか。 

ボランティアの育成を考えています。教室事業に、地域の方に講師や講師補助として

参画していただいたり、高齢者から子どもに昔遊びを教えていただいたり、ということをし

ていきたいと考えています。また、自分たちも地域の行事に積極的に参加して、顔の見え

る関係を構築していきたいと考えています。 

本施設と同じような施設で、地域を巻き込んで運営を行っているような実績があれば教

えてください。 

公園管理をしている施設では地域の学校や近隣の福祉施設と一緒に花を育てていた

り、また、地域の施設に講師を派遣して講座を行ったり、そこで描いた絵を施設に展示し

て、親御さんに見に来てもらったりということをしています。また、自治会や商工会に参加

して、地域課題に一緒に取り組み、解決していくという事例も多々あります。 

区内在住の外国人に対して、どのようにアプローチしていくか、その考え方を教えてく

ださい。 

実際に外国人が多い地域で管理運営している施設では、地道な声かけや、多言語に

対応した媒体制作、大使館と連携して企画をするなどして、海外の方に対して開かれた

運営をしている施設であるということを知っていただくことから始め、利用につなげていま

す。この施設でもそういった活動から始めていきたいと考えています。 

ボランティア育成についてですが、具体的にこの施設ではどのように進めていくと良い

とお考えですか。 

 事業担当責任者を配置し、ボランティア育成講座を実施します。講師補助や、館内の

案内などで活動することを想定しています。 

地域との連携については、関係性の構築や、住民の方の力を引き出していくという、専

門的な能力が必要だと思いますがどのように考えていらっしゃいますか。 

構成団体では、長年接客業の仕事を続けています。お客様とのお話から要望を聞き取

って、それをどのようにかたちにしていくことができるか、ということを社員一人ひとりが考え

てきています。実際に、施設の利用者から、私はこんなことができるのよ、と会話の中で引

きだして、そうしたら今度ここで講師をやってみませんか、と進めて、地域講師の方が90％

を占めるような施設もあります。同様に、この施設においても、私たちが発掘して促してい

くということをしようと考えています。 

広報について具体的な計画があれば教えてください。 

まずは広く届ける、ということを行います。そのために、ＳＮＳや紙媒体など様々な方法

を使っての広報を考えています。加えて、私どもが地域に出ていき、口コミでしっかりと伝

えていくというのがこの施設に関しては重要だと思っています。地域のまつりや活動に積

極的に参加し、広めていきたいと考えています。 

利用者に近隣の活動団体を紹介するというご提案について、港区には相当な数の活

動団体がありますが、現在それをどのくらい把握されていて、何が特徴的でどういうところ
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事業者Ｂ 

委員１ 

事業者Ｂ 

委員１ 

事業者Ｂ 

委員５ 

事業者Ｂ 

委員長 

委員長 

委員１ 

委員２ 

委員３ 

を紹介できると思っているかを教えてください。 

現時点で十分に把握できているとは言えないので、これから地域にお伺いしながら関

係性をつくっていけたらと考えています。関心表明をいただいている団体は伝統文化に

関する各団体にも詳しいので、協力を得ながら多くの地域活動団体を紹介していきたい

と考えています。 

福祉喫茶の展開について、働いてもらうだけではなくて、障がいのある方にも来ていた

だける場所とするために、何かお考えはございますか。 

喫茶だけではなく施設全体で様々な方がいらっしゃると思います。障がい者だけでな

く、高齢者や外国の方など、そういった方々に利用しやすい施設をつくるということはイコ

ール全ての利用者が利用しやすいということになると思います。ですので、スタッフには、

どなたが来ても同じようにサービスが提供できるように教育を進めてまいります。 

施設長候補者に伺います。この施設が地域の方にとってどういう存在であると考えてい

るのか、その施設を新しくどのように展開していきたいか、ということを教えてください。 

以前、見番であったそのにおいや形は地域の方にしみついていると思います。伝統文

化交流館として生まれ変わる、ということを大切にして、伝統文化の発信拠点、交流の場

の中心地点として目指していくというのが良いと考えています。 

開設イベントについて、特色はどのように出そうと考えていますか。 

イベントの準備段階から地域の方に参加していただきながら盛り上げていきたいと考え

ています。地域の方に、内覧会等を開き、地域の方を巻き込んで、ただ演目を開くだけで

はなく、様々な催しをして施設全体を使って伝統文化に触れていただきたいと考えていま

す。開設イベントだけでなく、全体を通してになりますが、私たちが思う伝統文化に捉われ

ずに、地域の方にどういう施設であってほしいか、というのをまずは地域の方に伺い、独り

よがりにならないよう施設を運営して意見を反映していきたいと考えています。 

時間になりましたので、質疑を終了します。事業者の皆さま、ありがとうございました。 

（事業者B退出・採点及び集計） 

議題２ 指定管理者候補者の決定について 

各委員の皆様から講評をお願いします。 

事業者Aは、非常に意欲を感じました。また、地域との連携や、地域に対してこのような

ことを提供していく、といった視点がとても強く、それが高評価となりました。事業者Bは、

実績も豊富にありますし、施設管理も事業運営も上手にやることができると思いました。た

だ、地域との関係性の構築が見えにくかったのと、地域に入っていくには運営する施設の

ことを雄弁に語ってくれる施設長が必要だと思うのですが、施設長候補者からその意欲

は感じられませんでしたので、その部分で事業者Aの方が高い点数となりました。 

事業者Bは、地域との連携や施設長候補者の部分について、十分な内容であるとは言

いにくく、そこで事業者Aと差がついてしまいました。どちらも良いところも足りないところも

ありますが、事業者Aは地元密着型という感じで、提案内容も施設長候補者も地域からの

親しみやすさという面では事業者Aの方があり、提案内容について堅実に運営を行って

いくことができると思いました。 

事業内容と管理運営の部分ではどちらも優れた内容でしたが、地域連携と施設長候補
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委員４ 

委員５ 

委員長 

全委員 

委員長 

事務局 

委員長 

者の部分で差が開きました。地域連携では、事業者Aは区内活動団体のことも知っている

し、地域に根ざしているという部分で高評価となりました。施設長候補者については、事

業者Aの候補者は、質疑に対していろいろと自分の言葉で真摯に応えていて、誠実さを

感じましたし、施設長としての安心感がありました。一方で、事業者Bの施設長候補者は

委員から指名した以外での発言がなかったのが残念で、どれくらい意欲があるのかという

のが、わかりにくくもっと前に出てきてくださればよかったなと思います。 

事業者Aは地域住民との協働や、区内の伝統文化活動団体、各施設との連携に対し

ても、具体的で実現性が高く、また、強い意欲を感じました。地域の方々を大事にしようと

いう思いも感じられました。事業者Bも全体的に良い内容ではありました。ただ、やはり地

域との関わりと施設長の資質の部分で、事業者Aの方が親しみやすさや温かみがあり、評

価が高くなりました。 

伝統文化をより良い形で継承し、地域に広めていけるかという観点で考えると、事業者

Bの方が高評価となりました。特に事業運営の部分で、将来性を感じたからです。事業者

Aも今回の提案では具体的で幅広い事業提案がなされていましたし、事業者Aが運営を

行うこととなっても問題はないと考えます。伝統文化を深く知れるような事業を実施してい

き、日本全体に知っていただけるような施設にしていってほしいと思います。 

 それでは、点数を確認します。第二次審査は合計５００点満点中、事業者 A が３９０

点、事業者 B が３５２点となりました。第一次審査の得点が事業者 A ７６５点、事業者 B 

７９３点でしたので、合計しますと、事業者 A は１，１５５点、事業者 B が１，１４５点という結

果です。点数の変更はないようですので、点数を確定し、事業者 A を、伝統文化交流館

指定管理者候補者として決定します。よろしいでしょうか。 

（了承） 

事務局から応募事業者名の発表をお願いします。 

応募事業者は「伝統文化交流館運営共同事業体」で、代表団体「公益財団法人 港区

スポーツふれあい文化健康財団」、構成団体「株式会社小学館集英社プロダクション」

「大星ビル管理株式会社」です。 

ただいま発表いただいた事業者を、当委員会では指定管理者候補者として決定いた

します。 

３ 閉会 
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